
裁判員経験者の意見交換会議事概要 

１ 日時 平成２５年３月６日（水）午後３時から午後５時 

２ 場所 東京地方裁判所第２会議室 

３ 参加者等 

   司会者 齊 藤 啓 昭（東京地方裁判所刑事部判事） 

   裁判官 安 東   章（東京地方裁判所刑事部判事） 

   裁判官 河 村 俊 哉（東京地方裁判所刑事部判事） 

   検察官 横 田 希代子（東京地方検察庁公判部副部長） 

   検察官 磯 村   建（東京地方検察庁公判部検事） 

   検察官 及 川 京 子（東京地方検察庁公判部検事） 

   弁護士 岡 村 英 郎（第二東京弁護士会所属） 

   弁護士 奥 津 麻美子（東京弁護士会所属） 

   弁護士 竹 村   操（第一東京弁護士会所属） 

 

   裁判員経験者８名は，着席順に「１番」等と表記した。 

４ 議事概要 

司会者 

 それでは，裁判員経験者の方との意見交換会を始めさせていただきます。 

 私，今日，司会を務めますけど，刑事３部の裁判官をしております齊藤と

申します。どうぞよろしくお願いします。 

 今回は被告人の責任能力，あるいは精神障害ということが問題になった事

件を御担当された方ということでお集まりいただきました。 

 検察官や弁護人はもう御承知でしょうけれども，元々こういうことが問題

になる事件というのは，始まる前から結構これは難しいかもしれないという

ことで，模擬裁判をしたり，いろいろ研究をしたりして準備をしてきたわけ

です。既に東京地裁だけでも５０件を超える事件が実際に審理して判決をさ
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れているようです。我々としては工夫してきたことが，裁判員の方は実際ど

ういうふうに思われたんだろうかということで，今日は私自身もちょっとド

キドキしながら司会をしているというところです。 

 それでは，最初に私のほうで皆さん方が担当された事件について，簡単に

その時期や，どんなことが問題になったかということをお一人ずつ御紹介し

ていきますので，それに続いて，今，裁判員の務めを終えられた感想を伺い

たいと思います。 

 では，順に１番の方からですけども，昨年１１月に判決をされた殺人の事

件ですかね。精神的な病ということで，女性の被告人の方だったようです。

心神耗弱が認められた事件。内容としては，９歳の次男の首を絞めて，お母

さんが殺害してしまったと，そういう事件だったですかね。 

１番 

 私，会社員やっていますんで，裁判については，もう勿論全般的に素人で

す。イメージとしては，やっぱりテレビドラマですかね，そういった裁判の

シーンだとか，あとは世間から注目されている事件ですかね，そういったの

をテレビの報道だとかニュース番組の中でフリップだとか使って説明を見る

という程度の認識しかない状態で裁判員として参加しました。 

 当然ながら初めて参加して，実際に被告人の表情ですかね，そういったの

を見たりとか，傍聴席のほうの反応ですかね，そういったところを，いろい

ろな場面がリアルに見れたというところで，すごく自分の中で，最初の気持

ちよりはもう真剣に取り組まなければいけないんだなという，そんな自分が

どんどん変わっていくという裁判だったなと思いました。 

司会者 

 それでは，続いて２番の方ですね。昨年１０月に判決のあった放火の事件

でした。男性の被告人の方で，アルコールの問題を抱えていらして，責任能

力についても争いがあって，結論としては心神耗弱で有罪になったという事
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件だったと思います。 

２番 

 私の場合は，まず裁判担当というか，するに当たって，自分と直面するこ

とになりました。果たして自分が人を裁いていいのかとか，自分がやってき

たこと等々。それがそれから始まって，裁判の最中にも，被告人，アルコー

ル依存というのが出てきましたが，自分とそう大差ないのではないかと。ほ

んの少し，多分外れただけで被告人のように自分もなってしまうのではない

かとか，いろいろ考えさせられまして，結果，やはり自分の問題とも直面す

る問題というか，いい機会になったなと感じました。 

司会者 

 続きまして，３番の方ですね。昨年７月に判決のあった放火の未遂事件。

境界性のパーソナリティー障害とか，あるいは薬やアルコールの影響という

ことが問題になって，結論としては完全責任能力ということで執行猶予付き

の判決をされたという事件だったと思います。 

３番 

 私の場合には，義理の父親が弁護士であったということと，仕事がコンサ

ルティングということで，裁判になっているお客さんとかということで，法

律的に関わるということは結構多かったんですけど，今回犯罪というものに

関わるということで，やはり自分自身で人の人生を決めてしまうということ

に対して，非常に裁判の途中でも，この判断が正しいのかどうなのかという

ことはいつも考えさせられました。ただ，こういうことを一回経験すること

によって，人としてどういうことが問題なのかということがやっぱりよく分

かるので，これからのされる方も何とか参加して一回経験されたほうがいい

んじゃないかなというふうに今は思っています。 

司会者 

 では，４番の方ですね。昨年３月に判決のあった放火の事件です。精神遅
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滞とか，鬱状態と，あるいは統合失調症があるか，ないか，というようなこ

とが問題になって，結論としては完全責任能力ということで判決をされたと

いう事件だったと思います。 

４番 

 私が去年やった裁判員のあれで，やはり２番さんが言ったように，自分と

いうものとの闘いになってしまったんですね。だけれども，最後によくよく

考えてみると，七十有余年自分が生きてきた中で，自分の中で常識というも

の，ほかの人とは違う場合もあるかもしれませんけれども，培ってきたもの，

そういったもので判断するよりしょうがないなということに最後に至りまし

て，結果的にその自分の判断に従って最後は全うしたということになります

けれども。人を裁くということは非常に難しいことだなということを痛切に

感じました。 

司会者 

 それでは，続いて５番の方。昨年１２月に判決のあった，これは殺人事件

だったですかね。お父さんを牛刀で刺し殺してしまったという被告人の事件

でした。心神耗弱ということで判決があった事件だったと思います。 

５番 

 やはり私の場合も裁判ということに関してはまるっきり素人なので，少し

法律的な表現が出てくるとちょっと分かりにくいのがちょっとあれなのと，

あと，身内同士の親子のなので，それだからどうしてもお母さんからすると，

どっちも大切な存在だと思うので，何となくまあまあというあれがあったと

思うので，また，これそうでなくて，他人同士の関係のだったらば，また違

うんじゃないのかななんて，後になってからちょっと考えました。以上です。 

司会者 

 それでは，続いて６番の方。昨年９月に判決のあった，やはり放火の事件

です。いろいろな病気の名前が出てきたと思いますけれども，結論としては
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心神耗弱ということで，執行猶予付きの判決をされました。 

６番 

 まず，私が参加したきっかけではないんですけれども，裁判員制度が始ま

って全く自分には関係のないことだと思っていたんですが，実際に自分のと

ころにお手紙が来たときに参加できない人もいると思うので，参加すること

が責任ある行動かなと思って参加しました。私みたいな普通の人の意見が，

普通の人間が参加するのがきっといいのかなと思って参加をしました。 

 それと，私が担当した事件なんですけれども，執行猶予が付いたんですが，

普段ニュースとか見て執行猶予が付くと，刑という感覚がなかったんですね。

執行猶予というのは，何かうまく逃げたなではないんですけれども，そうい

う感覚があったんですが，なぜ執行猶予が付くかとか，執行猶予に至るまで

の過程があれだけいろいろなことを考えられて，そういう結論に至るという

ことが分かったのがとても貴重な体験でした。 

司会者 

 今日もたくさん執行猶予付きの判決をされた方もいらっしゃる。また後ほ

ど，そのあたりも伺いたいと思います。 

 それでは，続いて７番の方。やはり放火の事件で，平成２３年１０月に判

決された事件でした。この方も，いろいろな精神的な問題を抱えていらして，

結論としては心神耗弱ということで判決をされたということだったと思いま

す。 

７番 

 私は皆さんとちょっと違うのかもしれないですけども，当時を振り返って，

今もう一回それをやったら同じこと考えるかなというのをすごく疑問に思っ

ていて。本当に正しい考え方とか，ジャッジをしたのかなというのはどうも

分からないですね，いまだにね。その心神耗弱というものに至る経緯みたい

なところなんかも，過分に考慮をし過ぎた嫌いが自分であったりなんかして。
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でも，言った意見はかなり被告の方には厳しいこと言ってたりですね。そう

いう意味でいうと，そういうの何回も何回も思い出すんですよ。あんまりそ

ういう意味で嬉しい思い出ではないということです。 

司会者 

 はい，分かりました。大変複雑なというか，微妙なお気持ちも抱えていら

っしゃると。また後ほど，そのあたりも伺いたいと思います。 

 それではお待たせしました。８番の方ですけれども，昨年１１月に判決を

された，放火の未遂，それから建造物以外放火，いずれにしても放火が２件

あった事件でしょうかね。責任能力が問題になって，結論としては完全責任

能力ということで実刑の判決をされたということだったと思います。 

８番 

 まず最初にこういう呼出しというんですか，一回目，実はお断りして，認

められまして，ああ，よかったなと思っていたら，また来まして，これはも

う行かないと，ずっと来るのかなと諦めまして，二回目は素直に参加させて

いただいたんです。 

 私，多分皆さんはいろんな案件の中で，多分一番刑としては軽いというか，

未遂の部分があったので，そういった意味では本当殺人事件だったらどうし

ようかなという物すごい，この中にもいらっしゃったみたいですけど，物す

ごいそういう不安があったんですけど，実際出てみたら，こういう言い方い

いかどうかは分かりませんけど，非常に軽めのほうの罪を問われた裁判でし

たので，そういった意味では非常に気楽な気持ちで臨むことができました。 

 そういった意味で，経験として非常によかったなと。またそういう，今度

３回目，そういうお手紙が来たら，今度は喜んで参加したいなという。楽し

かったよというと恐縮かもしれませんけど，非常に自分の成長の糧になった

かなという経験をしたいい思い出です。これは，でもそういう殺人事件です

と，また逆なもとの嫌な気持ちになることもありますけど，そういった意味
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では非常に，同じ裁判員の中でもやっぱり罪の重い軽い，あと内容によって，

親族が絡む，絡まないで，全然その重みが違うんじゃないかなと思いますの

で，私の場合は，そういった意味では非常にいい思い出でした。 

 あと，全般的な感想としては，今回のテーマ，責任能力ですとか，精神障

害ですとかとあったんですが，そういった意味でも，私の案件の場合ではど

う見ても普通というか，弁護士の方が一生懸命そっちの方向に持っていって

いるのかなというような印象で始まったものでしたので，そういった意味で

は全般的にも間違いなく障害じゃないなという全体のイメージで，そういっ

た意味で非常に，今回のこういう話合い等のテーマだとすると，ちょっとあ

んまりそぐわなかったのかなという気はしております。 

司会者 

 ありがとうございます。ただ，そういう中にも，やはりいろいろな問題が

隠れているのも実はあったりしますので，ぜひ伺いたいと思います。 

 今，最後にもお話ありましたけれども，今回の方々は，いずれも法廷でお

医者さんの証人尋問なり，プレゼンテーションというのを皆さん聞いていた

だいていると思います。そのあたりから切り口に入りたいと思います。 

 あと，ちょっと脱線しますけれども，たまたま今回来ていただいた方々の

判決を見ると，皆さんの判決，一審で確定しているんですね。 

 それでは早速ですけれども，お医者さんのお話を多くの方はプレゼンテー

ションという形で，画面など使いながら聞いていただいたと思います。審理

の計画など拝見すると，ほぼ全ての事件が冒頭の手続をした後に，お医者さ

ん以外の被告人の話とか，証人の話とか，書類の証拠とか，そういうものを

調べて，大体終わりのほうでお医者さんの説明を聞いていただいたというよ

うな審理の進め方になっていました。 

 最初の質問は，そのお医者さんのプレゼンテーションを聞かれて，それが

よく理解できたのか，あるいはそれまでの審理の中で，例えば検察官や弁護
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人がどんなことを問題にしているのかとか，いろいろな話を聞いていただい

たと思うんですけれども，そういうものがしっくり，お医者さんの説明聞い

て腑に落ちたのかどうかというあたりから伺っていきたいと思います。 

 これからは，もうどなたからでも結構ですので，もしこういうこと気がつ

いたという方がいらっしゃったら，できるだけお話いただけないでしょうか。

いかがでしょうか。 

２番 

 僕らの場合はお医者さんが出てきて，お一人だけだったんですよ，その被

告を診た方が。僕の印象だと，僕もちょっと精神分析，ほんの少しですけど

かじったことがあったから，言葉，専門用語とか，分かったんですけども，

かなり個人的な意見が入っているなという気もしたんですよね。時間的なも

のとか予算の問題とかで，もう一人セカンドオピニオンというか，第二の意

見というものを聞くというものができないものもあるのでしょうが，そこは

ちょっと，いまだにちょっと，あのお医者さん一人の意見で，その意見をも

とに話合いが進んでしまったので，もうちょっとお医者さんの意見というも

のは慎重に複数意見等々できたら，よりよかったかなという感想を持ってい

ます。 

司会者 

 ２番の方の事件の場合は，お医者さんのプレゼンテーションというのも比

較的長くというか，三，四十分ぐらいされましたかね。 

２番 

 そうですね。かなりというか。時間は分かんないですけども，裁判の中で

は，そこが一番重点が置かれたものでしたね。意見としては。 

司会者 

 一点だけ伺いますけど，その方のプレゼンを聞かれて，その個人的な意見

がというお話でしたけど，何か２番の方自身としてちょっと納得できないこ
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ととか，もう少しほかの方の意見聞いてみたいなと思うところがあったとい

うことでしょうかね。 

２番 

 あと，弁護士の方からの質問，そのお医者さんに言ったときに，かなりヒ

ステリックな表情と言葉遣いだったんですよ。それを見ても，ううん，ちょ

っとなと，ちょっと疑問を持った次第ですね。お医者さんとしての中立とい

うのかな，そういう中立性とかにちょっと疑問を抱いたことがありました。 

司会者 

 お願いします。３番の方。 

３番 

 私が担当した裁判では，お酒と薬の因果関係によってというところが裁判

の争点になっていたので，ワイン５００ミリと薬を何錠飲んだかということ

が争点になっていたんで，一応その薬が段々効き目が薄れていく時間とかと

いうところが争点だったものですから，２番の方のような精神的なこととい

うよりは，逆に言うと，お酒と薬がどういう因果関係があったかというとこ

ろに集中したプレゼンテーションだったんで，比較的いろんなグラフだとか，

そういうものを使ってやっていただいたので，それは参考になったと思って

います。 

司会者 

 どうぞ，２番の方。 

２番 

 私の場合も，アルコールを飲んでから何時間経過して，離脱症状の中で起

こしたものということになっていたんですけども，それもいろいろ意見があ

る。お医者さんは一人しかいなかったので，それがもとになったんですけど

も，もし，ほかのお医者さんが判断したならば，そこの経過時間とかも，ま

た違う意見が出てきたのではないかと，そういうことも思って。まあ，そう
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いう制限があるのは分かりますけども，お医者さん一人の。 

 結局精神障害とかだと，僕はもう分からなくて，裁判官の方たちも分から

ない。お医者さんの意見に沿っていくしかない部分があるので，そういう意

味でもお医者さん一人というところはちょっと難しいのか，難しいというか，

そこに全て委ねてしまっていいのかなという疑問はあります。 

司会者 

 ほかの方で，プレゼンテーションを聞かれてどんなふうに思ったというこ

とで，もし言っていただける方があればお願いします。 

６番 

 法律の言葉も初めて聞く言葉が多い中で，このお医者さんがプレゼンテー

ションしてくださった言葉自体が私は初めて聞く言葉とかが多くて，内容を

理解するのにとても頭を使いました。多分裁判員の中で理解できた方はいる

とは思うんですが，そこの部分を判断してくださいというのは難しいのでは

ないかなと感じました。 

 それと，そのプレゼンテーションしてくださったお医者様の病院に，その

後受け入れるという形の。 

司会者 

 被告人を受け入れるということですかね。 

６番 

 はい。というような流れというか，そういうのがあったんですが，個人的

に，その先生でその病院に入れるというのはちょっと違和感がありました。 

司会者 

 今，最後におっしゃっていただいたのは，その鑑定をされた方が病院で引

き受けると中立の意見が言えるのかなとか，そういう意味ですよね。分かり

ました。ありがとうございます。 

 ６番の方が担当された事件は，お医者さんからも４０枚ぐらいいっぱい画
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面が出て，結構丁寧に説明があったと思いますけども，今のお話だと，やっ

ぱり法廷の中だけでは，なかなか理解が難しいところがあったということで

しょうかね。 

６番 

 短い時間で，バァーっと。 

司会者 

 このテーマは，お一人ずつ，何か感想があれば伺いたんですけど。ほかの

方，いかがでしょうか。 

 では，１番の方，お願いします。 

１番 

 はい。私は殺人事件のほうに当たったんですけど，精神科医の先生のお話

ということで，通常は何か数回の診察ということをお伺いしたんですけど，

私が裁判員やったものについては，過去に例を見ないぐらい自分としては診

察を行ったという先生が，ほぼ中立の立場というんですかね，そんな形で証

言というか，説明，いろいろしていただいて，我々素人でも分かる状況。要

は，例えば薬を本人が嫌がっているんだけども，実際は，通常こういう薬が

与えられて，こういう症状が出るんだよというところまで具体的に例を出し

てプレゼンしていただいた部分もありましたんで，結構先生の意見は納得か

なという，素人から見て，そういうふうに，決して誘導しているんではない

なというところはありましたね。 

司会者 

 ありがとうございました。１番の方の事件でもかなり，大体三，四十分ぐ

らいプレゼンテーションがあって，相当，多数，画面を使われてやられたみ

たいですよね。 

 あと，そうですね，難しそうなところで，７番の方なんかはお医者さんの

プレゼンテーション，何か印象に残っていることはありますか。 
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７番 

 エフェドリン，アルコール，シンナーの血管障害，ビタミンＢ１欠乏，長

期にわたり脳がダメージ，認知症と加わると，全く分かんないですね。何が

どう因果関係持っていて，そこはもうお医者さんのお話を聞いて信用するし

かないというのが当時のぶっちゃけたところでしたね。 

司会者 

 プレゼンの後で，審理の予定を見ると，かなり長い時間，お医者さんに対

する質問なんかもあったと思うんですけど，検察官や弁護人からですね。あ

るいは裁判所からもあったと思いますが。そのあたりの質問なんか聞かれて

いて，ああ，そういうことだったのかとか，あるいは何か理解が深まったと

か，そういうことはあったでしょうか。 

７番 

 確か被告人の方を診た回数が，相当，複数回やられていたと思うんですね。

その観察の中身なんかも，複数回の違いのなさとか，そういうものはしっか

りと御報告をいただいていたので，診られるポイントとか，中身とか，とい

うことについて，ずれがないということは確信をそのときしたと思います。 

 ただ，それが本当に心神耗弱とどういう因果関係なのかというところは，

やっぱり分かんなかったですね。 

司会者 

 最後に言っていただいたところは，半分ぐらい法律のほうに入ってくるこ

とになって，また後で伺いたいと思います。 

 そうしたら，４番の方は精神遅滞とか，あるいは弁護人の主張では統合失

調症の問題とか，そういうことが確か話題になっていたと思いますけれども，

お医者さんの説明というのは聞かれていていかがだったですか。 

４番 

 お医者さんの説明はもう本当に簡単に簡潔に証明してもらえたんで，私ど
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もはさほど異議を唱えるようなことはなかったんですけれども，弁護人の方

は，検察官が依頼して，そのお医者さんを依頼して判断してもらったと。こ

れは判断材料としても不十分であるというふうには言っているんですけれど

も，弁護人の方も，それじゃあ，自分のほうからお医者さんを依頼して判断

を仰ぐということはしなかったということは，ある程度このお医者さんの証

言を納得したんだろうと。 

 だから，私どももそれをもとにしまして，結局この人のは心神耗弱とか，

そういったあれはもう全くないという判決です。当然私も，これは納得はし

ております。 

司会者 

 ありがとうございます。今もお話出ましたけど，たまたま，今回おいでい

ただいた皆さん，８番の方のお医者さんは別なんですけど，１番から７番の

方は，捜査段階で行われた鑑定ですね。それを担当されたお医者さんが公判，

裁判で証人でおいでになると，そういう形でした。８番の方の聞いていただ

いたお医者さんは，そういう鑑定もしていないけれども，障害の専門家とい

う立場で，検察官から証人として請求されたということだったと思います。 

 じゃあ，そんなに深刻な争点ではなかったということでしたけど，８番の

方，何かそのお医者さんの話を聞いていただいて，どんな御記憶ですかね。 

８番 

 非常にお話上手で，分かりやすくて。そもそも論点がもう本人も罪を認め

ていて，もう基本的に量刑がどのくらいかというような裁判だったと思って

おりますので，その辺をすっきりさせてくれたという形で非常に分かりやす

かったです。聞いていて気持ちよかったです。 

司会者 

 ありがとうございます。 

 それでは，あと，５番の方かな。病名，なかなか馴染みのないところもあ
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ると思うんです。ただ，かなり，息子さんがお父さんを牛刀でということで，

何でこんなこととか，疑問もきっとお持ちだったと思うんですけれども，何

かお医者さんの説明聞かれて，記憶に残ったことはございますか。 

５番 

 私のしたこの裁判でのお医者さんは，あまり図とかそういう説明が，図と

かそういう見て分かるのはなかったんですね。ずっと全部お話でもって。そ

れで割とボソボソボソという感じのお話の仕方なので，その辺がちょっと分

かりにくかったかなとも思うんですけれども。あと，この問題が起きるには，

やっぱりこのお医者さんのお話では，その躁状態のときにはそんなにそうそ

う眠れるもんではないですというあれだったんですけど，このお父さん，お

母さんは，割と昼寝しろ，昼寝しろというふうにしたので，何かその辺がち

ょっとずれがあっただけでも問題が起きるような，本人からするとささくれ

立つ形になるので，それも一つの事件が起きた要因かなとは思うんですけれ

ども。 

司会者 

 被告人の話では，そういう障害に対する親の理解があまり十分ではなかっ

たということがきっかけになっていると，そういう事件だったですね。 

 それでは，今，２番のお医者さんのプレゼンテーションということでひと

まわり伺って，何人かの方から中立と言えるのかとか，もう少しセカンドオ

ピニオン的に聞いたらどうだったのかとか，そういう御意見もいただきまし

たけど，ほかに何か，こういうところはよく分かったとか，もう少しこうい

うところは見直してもらったほうがいいと思うとか，何かそういうところで

このテーマで言っていただける方がもしいらっしゃれば。 

２番 

 僕がそのお医者さんに対してセカンドオピニオンが欲しいというのは，実

は弁護人がそのお医者さんに質問したときに，調べてから質問してください
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とその質問をはねのけたんですね。それが分からないからあなた呼んでいる

んでしょう，専門家をと思ったんですけど，またその弁護人，若い方だった

んですけど，そこで萎縮して，そのまま引っ込んでしまったんですね。そう

いうことがあったので，余計このお医者さんの意見でどこまでいいのかなと

いう思いを持ったというのがありました。 

司会者 

 分かりました。やっぱり２番の方としては，そういうお医者さんの態度を

見て，ちょっとこの先生大丈夫かなという思いもおありになったということ

なんですね。 

２番 

 それと，そういう態度に対して，そこで弁護人がちゃんと，あなたが専門

家であって，その専門家の意見を聞くためにあなたを呼んだので，その言葉

の説明をお願いしますと言えばいいだけだったのに，そのまま黙り込んで，

タジタジとしてしまったというのが非常に印象に残っております。 

司会者 

 よく分かりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですかね。 

 そうしましたら，話を先に進めますけれども，もう既にお話いただいてい

る中でもいろいろな精神障害の症状とか，病名とか，あるいは薬の名称とか，

あと毛色の違ったところでは，こういう精神障害のある方には，医療観察と

いう形で手当をすることもできますとか，事件によっては皆さん日ごろ馴染

みのない専門的な用語とか，制度の説明とか，そういうものも聞いていただ

いたと思います。そういうところで何か戸惑われたりとか，あるいはこうい

うふうに説明してもらったのでよくこれ理解できたとか，何かお気づきの点

はあるでしょうかね。いかがでしょうか。どなたからでも。 

１番 
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 私が担当した裁判のほうは，検察側も弁護側も心神耗弱であって，その点

は争わないよというところがもう最初からありました。 

 じゃあ，どこが争点なのというところがあったんですけど，一応どうも弁

護側の方はちょっとずれてきているのかなと，私は率直に感じたんですけど，

そのときは。ただ，お医者さんの意見ですとかそういったところで，我々が

知らない刑を決めていく中で，医療観察だとかそういったことをやってから

その刑を処するんだよとかという細かいところまで説明をしていただいたの

で，すごく評議だとか，部分に役立ったなと思いました。 

司会者 

 ありがとうございます。１番の方の事件は，結論としては執行猶予になっ

ていて，弁論とか，そういう中でも医療観察の手続があることが弁護人から

説明されたわけですよね。 

１番 

 はい。 

司会者 

 なるほど。その辺の説明はよく理解できてとても参考になったと，そうい

うことでしょうか。ありがとうございます。 

 ほかの方はいかがでしょうか。何かこの専門的ないろいろ，知識とか，言

葉とか，そういうことでもう少しこういうやり方があってもいいんじゃない

かとか，何かそういうことで。 

２番 

 僕が担当したものは，後で戻ってからみんなで話し合う機会に，そのとき

に十分に話合いができて，分からない言葉の説明，解説，またはみんなで考

えるということは十分できたので，その点はよかったと思います。 

 ただ一つ，裁判官のお一人の方が，多分サービス精神だったと思うんです

が，この言葉はと言ったときに，じゃあ，ググってきますと言ったんですね。
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やめてくれと言ったんですけども。多分一般の人たちのためにサービスとし

てやろうとしたことなんでしょうけど，あまりそういう方向にはいかないで

欲しいなと。 

司会者 

 専門的な言葉が出たときに，裁判官がググってくると，調べましょうかみ

たいなことを言われて，皆さんから，もうそれは別に必要ないという。 

２番 

 いや，僕が言っただけです。 

司会者 

 なるほど。ありがとうございました。 

 いかがでしょうか，何かほかに。 

 先ほど６番の方がこれにまつわることで，やっぱり法廷では専門的な知識

の面でまだ十分理解しかねるところがあったということだったんでしょうか。

何かそういうところでお気づきのところがあれば。 

６番 

 いらっしゃってくださったお医者さんの方がちょっと癖のある感じの方で，

何か質問とかが出ても，割と，俺が正しいのに何でそういう質問するの的な，

そういう口はきかないですけど，威圧感があって，俺の意見がこうなんだか

ら，もうこうでしょうみたいなのだけで進んだんですね。なので，そういう

ものなのねと，多分私たち，ああ，そういうことで，こうなって，こうなっ

たんだと思って。 

 なので，やはり先ほど２番の方が言ったのではないんですけど，一人の方

の意見だけ聞いて決めてくださいというところはどうなのかなとは思うんで

すけど。 

司会者 

 ありがとうございました。 
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 ７番の方の事件もさっきちょっとお話がありましたけど，相当いろんな障

害の名前とか，いろいろな病気についての説明などもあったと思うんですけ

ど，そういう専門的な知識や言葉などで御苦労されたことというのは，仕事

していただく中ではありましたですか。 

７番 

 この中でいうと一番古い，一昨年１０月だったので，相当忘れているんで，

大変申しわけないんですけども。 

 その専門用語とかは，多分そのときそのときで，ちゃんと理解できる説明

をいただいたと思います。医療観察制度とか，医療刑務所でしたっけ，あの

辺の御説明をしっかりいただいて，それはよく分かったんですけど，そのイ

ンフォメーション自体が割とその後被告人がどこに，この後いるべきかみた

いなことですね，結構左右する状況だったんです，私にとってはね。本当に

そのインフォメーションされるタイミングというのがどこでやるべきなのか

というのが今一つよく分かっていないんです。本当に，言ったとおり，かな

りその被告人の心神耗弱に至る経緯みたいなところが，私，深く感じてしま

ったので。となると，一番その被告人が，その後，一人間として，一番よい

環境で治療を受けられるみたいなことを考えて，医療刑務所みたいなことが

あったので考え始めたというのが実はありました。なので，その辺のインフ

ォメーションのタイミングとか，全体，考えていく中で，あまり影響をしな

い情報の与え方とか，そんなことというのも，ちょっと気を使ったほうがい

いのかなという気はしています。 

司会者 

 ありがとうございました。そうですね，医療観察ということになると執行

猶予が前提で，医療刑務所は，それは服役することが前提で，そういうこと

と結構結びついちゃっていたからということですよね。ありがとうございま

す。 
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 ほかに何か専門的な言葉とか，手続とか，そういうことで御苦労されたり

とか，逆に何かこういうことでよく分かったとか，そういう御経験があった

方というのはいらっしゃいますか。どうでしょうか。 

 よろしいでしょうかね。今，言っていただいたとおり，どういうタイミン

グで誰から説明するのがいいのかというのは，確かにいろいろ工夫しなきゃ

いけないところなのかなと，伺っていて，思いました。 

 先へいきますけど，今度は医学的なところというよりは，むしろ法律の話

ですね。結論から言っても，完全責任能力という結論になったもの，それか

ら心神耗弱ということになったものと分かれています。それから，争いがあ

った事件もあれば，争いがなかった，例えば心神耗弱ということで，争いが

なかったという事件もございます。 

 審理の中，あるいは評議の中で，この点についても，裁判官，検察官，弁

護人から説明があったと思うんですけれども，その違いとか，あるいはどう

いうふうに判断していくのかという手法のあたりで，何か難しかった，ある

いはこういうことでよく分かったとか，そういうことがありましたら御紹介

いただけると大変ありがたいんですけれども。どなたかいかがでしょうか。 

 何か内容的なところで法律の責任能力についての考え方とか，あるいは例

えば心神耗弱とか，何かそういうところで分かりづらかったとか，もうちょ

っとこういう説明があったほうがよかったとか，お気づきのところはありま

すか。 

２番 

 その心神耗弱，心神喪失の違いとかですよね。その点については十分な説

明があったと思います。理解しています。理解できました，そのときは。疑

問はなかったです。 

司会者 

 ありがとうございました。 
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 ほかに何かこの点でいかがでしょうか，どなたか。 

 記録で見ると，確か８番の方は，裁判所から責任能力とか，故意とか，こ

ういうふうに理解してくださいというようなことを，検察官や弁護人とある

程度共通して説明があったようになっているんですけど，そういう説明を受

けられたというのは覚えていらっしゃいますか。責任能力とはこういうもの

ですよという。 

８番 

 あんまり記憶力よくないせいか，明確な記憶ないんですけども。全般的に

はストレスなく，きちんと説明いただいて進んでいますので，何か分かりに

くかったものというのは，もうほとんど感じなかったです。 

司会者 

 ありがとうございます。多分これは皆さんお聞きになっていると思うんで

すけど，自分の行っていることが悪いことであると分かっていたのかどうか

とか，あるいは悪いと分かっていても，これをやめることが著しく困難であ

ったと。これ，８番の方がやられた例で，工夫された説明のようなんですけ

ど，法律の説明なんて，分かったような分からないような表現になっている

んですけどね。多かれ少なかれ，こういうお話を皆さん聞かれていると思う

んですけど，何か戸惑われたりとか，誰かがこういうふうに説明してくれた

とか，覚えていらっしゃることって，３番の方とか，何かありますか。 

３番 

 何か悪いことをやめるとか，そういうのがやっぱりこの中で説明があって，

この事件の場合には，事件の最初から捕まるまでの間の被告の行動というと

ころで，それが要するに整合性があったのかというところが争点で，そうい

うようなところから，判断になっていったというところですね。 

司会者 

 判決書でも，その辺が書いてありますよね。 
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 ほかに，例えば４番の方の事件は，判決では完全責任能力と。弁護人とし

ては心神喪失の疑いが残るというような言い分だったと思いますけど，何か

そういう法律の考え方のところで困られたこととか，何かありましたか。 

４番 

 お医者さんの説明で，非常に簡単に簡潔に説明してもらったので。そうい

う統合失調症とか，あるいは心神耗弱だとか，当然弁護人にしては，そうい

う方面から責めるよりしょうがなかったのかなというふうに僕らは感じまし

たけれども，お医者さんの言うことは，もう本当に，一々，ごもっともとい

う感じだったもんで，もう疑いをはさまずに，それはもう判断ができたとい

うことで。お医者さんのそのプレゼンテーションが非常によかったというこ

ともあると思います。 

司会者 

 やっぱりその説明を聞かれて，法的なところの判断も，それほど難しくは

感じられなかったということですかね。なるほど，分かりました。 

 あと，１番の方は，検察官も弁護人も心神耗弱ということで争いがなかっ

たということだったと思いますけれども，ただ，入院をされていたりとか，

家族間でいろんなエピソードがある事件で，法的な判断のところで難しかっ

たとか，迷われたりとか，そういうことは特になかったですか。 

１番 

 やっぱり本人の主張だとか，ほかのお医者さんの診断結果，それは本人は

受け入れていないだとか，いろんな考え方が何か二転，三転している部分が

ありましたんで，どっちを信じればいいのということで，順番が，たまたま

殺人の中でも無理心中ということだったんですけど，心中をしたいがために

殺人に至ったのか，殺人がしたいというわけじゃないんですけど，殺人だけ

して，実は心中をしたくなかったんじゃないかとか，いろんな考え方がある

意味出てしまったのかなという事件でしたね。 
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司会者 

 ありがとうございました。そういう見方がいろいろある中で，精神的な病

で耗弱ということは検察官も弁護人も特にそういうふうに考えてくださいと

いうような説明だったと思うんですけれども，その部分は特にそれほど違和

感というか，何か疑問とか，何かありましたか，そういうのは。 

１番 

 たまたま，最初の話に戻りますけど，精神科医の先生のプレゼンがすごく

懇切丁寧に全部やっていただいたんで，検察側の言っている内容にもすごく

合っているな，また弁護人が言っている内容も合っているという部分，両方

分かったんですごく。たまたまテレビとかで観るような弁護人の方だとか，

検察官が怒鳴り合っているシーンというのは，ちょっと私が参加した裁判で

は一切なかったんですね。何か穏やかに進んでいって，中立のその先生が診

断，あとは，こういう症状のときにはこういう影響もあるんですよと実例を

交えながらプレゼンしていただいて，みんなが納得して，その評議の場に持

ち込めたというのがあったんで，特段偏った見方というのはなかったですね。 

司会者 

 ありがとうございました。 

 あと５番の方，冒頭，確かちょっと法律の表現とかで分かりづらいところ

もというようにおっしゃっていたと思いますけれども，もしそのあたりでお

話いただけることがあれば，何か思い出して，いかがだったでしょうか。 

５番 

 済みません，ちょっとその言葉そのものは忘れてしまったんですけれども，

六人ぐらいいた中でもって，ある男の方が，これ，普通だったらこういう言

い方しませんよねというふうに言われたんで，そうか，そういう言葉が混じ

っているから，何となく分かりにくいみたいなところがあるのかなと思った

んで，それで，さっき，そういうふうに言ったんですけど。 
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 あと，今のこの心神喪失とか，耗弱とか，完全責任能力とかというのは，

もう被告人がずっと通院していたし，それから弁護人側も，それから検察側

も心神耗弱であるというふうに全部もう認めちゃっていたので，もうほとん

どそういう前提のもとにしたみたいでしたね。以上です。 

司会者 

 ありがとうございました。 

 今，法律の責任能力の問題ということでひとまわり御意見を伺ってきまし

たけど，何かここのあたりでもうちょっとこういう工夫があってもいいとか，

こういうところが気になったということでお話いただける方がいらっしゃれ

ば，さらに伺いたいと思うんですけど。よろしいでしょうか。 

 ここまでが，大体，今回皆さんに共通するテーマということで，責任能力

や精神障害の問題ということで伺ってきたんですけれども，折角なので，検

察官と弁護人から，今までの出ていたお話で御質問とか，御意見とか，お話

いただけることあれば。いかがですか。 

横田検察官 

 検察官の横田でございます。今日は貴重なお話をお伺いさせていただきま

して，ありがとうございました。 

 私どもも，責任能力の関係で立証するときは大変苦労するんですけれども，

裁判員裁判が特に始まる前に感じていたことではあるんですが，週刊誌とか，

一般の方の御感想なんか伺うときに，どうしていわゆる精神的な病気がある

と刑が軽くなるんですかと，そんなのおかしいじゃないですかというの，今

までも被害者の方とか，そういう方から，私ども，質問受けることあるんで

すが，そういうことに関する違和感のようなものはずっとお持ちだったのか。

それとも，最初はあったけども，評議の間とか，裁判進んでいく間に，段々

なくなっていったとか，そういうところの御感想をもし伺えればと思います。

よろしくお願いいたします。 
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司会者 

 ７番の方から何点かそういうところも出ていましたけど，刑法の法律で心

神喪失ということになると，これは刑事責任問えない，無罪ということにな

るとか，あるいは耗弱ということになると刑を軽くするという規定があるこ

とは皆さん御説明を聞かれたと思うんですけれども，そういうものを元々ど

ういうふうに考えていらしたとか，あるいは経験を踏まえて何か考えが変わ

ったとこがあるかどうかと，そのあたりでしょうかね，検察官。 

 いかがでしょうか。皆さん，どなたからでも。結構世の中でもいろいろ関

心のあるところかと思いますけれども，何かお話いただければと思います。 

 お願いします。２番の方。 

２番 

 今回はこの関係者が事件の関係者ではなかったので，刑が軽くなる等々に

関しては感じなかったのですが，なので客観的に見ていたんですけども，関

係者になったら，何でそこでという疑問が出てくるのはあるだろうなと思い

ます。以上です。 

司会者 

 そのあたりで，どうして法律がそういうふうになっているのかというよう

な話というのは何か話題になったり，説明聞かれたりとかということはあり

ましたか。 

２番 

 説明があったと思います。そのときは理解したんですけど，今，ちょっと

思い出さないんですが。そのときは納得して，皆さんも納得して，そこで納

得されない方はいなかったので。あとはいろいろな質問にも答えていただけ

たので，それは皆さん納得していましたね。 

司会者 

 ありがとうございます。２番の方の事件は，弁護人は心神喪失の疑いがあ

- 24 - 



るということで無罪の主張をされて，結論としては耗弱ということで刑を軽

くするという選択をされたという事件だったですよね。 

 ほかの方で，何か法律の責任能力，あるいは責任無能力というその考え方

や制度について，何かこんなふうに思ったということでお話いただける方が

あればお願いしたいと思いますけども。 

 評議でこうだったということは言えないと最初に申し上げちゃったんで，

ちょっと難しいかもしれませんけど。 

 そうですね，では，７番の方，何か冒頭で，そこのところ，ちょっと終わ

った後いろいろ考えて，自分としては，今考え直しているところもあるとい

うようなことをお話いただいたように思ったんですけれども，何か御自分の，

判決とは必ずしも関わらなくても結構ですけど，こんなふうに思っていると

いうのがありますかね。 

７番 

 被告とはいえ人権みたいなところがあって，喪失とか，耗弱ということを

考えないと，性犯罪者を事前にリスト化して監視するみたいなシステムの国

もあると思うんですけど，あれが必ずしもいいとは思っていないので，やは

り精神に何らかの問題があったとしても，普通の生活はやはりするべきだと

思っていて，その前提を持つと，やっぱり障害があったときにどういうふう

な軽重をつけるとかという解決策は，私が考える中では一番すんなりいく方

法かなというふうに思っています。 

司会者 

 もし，できれば，もうお一人ぐらい，いかがですか。何かそういうことで

考えたり，悩まれたりしたこともあったかなと思うんですけど。 

６番 

 検察官の方がおっしゃったとおりに，やはりこれに参加する前は，精神鑑

定が入ると刑が軽くなったり，なくなったりということに対して，世間一般
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のとおりに思っていました。参加して，私たちのときのその裁判官の方がと

ても分かりやすく，いろいろなことを説明してくださったので，どうしてそ

ういうことになるかというのも理解ができました。ただ，その精神鑑定の部

分がちょっと引っ掛かってしまった部分があったので，そこが改善されると

いいなと思いました。 

司会者 

 さっきお話いただいた，要するに，すんなりお医者さんの言うとおり考え

ていいのかなというところで，やっぱり引っ掛かりがあってということです

かね。分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

５番 

 一応，精神的に障害があった場合には刑が軽くなるとか，無罪とかになる

というのは，いろいろ今までの社会的知識でもってあれなので。ただ，本人

が心神耗弱，私の場合，心神耗弱だったんですけど，耗弱かどうかというの

は，認められるかどうかというんですけど，やっぱり弁護側も，それから検

察側もそれで認めていたし，本人も認めているというか。 

司会者 

 耗弱の結論の方も結構いらっしゃるんですけど，私自身もそういう事件や

っていると，いつも著しく障害されていたとか，著しく困難だったかどうか

という程度のところの判断って，なかなか難しいなと思うことがあるんです

けど，そういうところで難しかったとか，あるいはこんなふうに考えられた

という方，いらっしゃいますか。どうでしょうか。 

２番 

 判断そのものが，どんな小さな判断でも悩みましたし，今でもそれが正し

かったのかなとも思いますし，一つ一つの判断というものは，やはり自分に

とっては重かったですね。 

- 26 - 



司会者 

 弁護人から何かございますか。 

岡村弁護士 

 先ほどお話で出ていた，医師の方のお話がある場合でも，複数の方からお

聞きしたいなという御意見が，まさに私も本当にそれを思うこともございま

して，民事の医療訴訟なんかですと，大学の異なる先生をお呼びしてお話を

聞くと。で，判断していくということもございますので，大変貴重な御意見

だったなと思っております。 

 ちょっと皆様に，折角の機会ですので御質問をさせていただきたいと思う

のは，本日，事件を，記録なんか拝見しますと，争点になっている事案と，

なっていない事案と。お互い心神耗弱であることは争いがない事案というの

もあるんですが，その際にも鑑定人の先生は詳細な御説明をしていただくわ

けですけども，例えば争いのない事案でも判断をしていただく必要があるの

で，そういう長いプレゼンをお聞きになって，あの情報は，まあ，なくても

よかったかなと，争いがない事案ではそこまで詳細な説明はなくてもよかっ

たかなですとか，逆に，ちょっと，まあ，争いがないとはいえ，この辺が物

足りなかったなとか，もうちょっと突っ込んで最初のプレゼンで情報提供が

あればよかったなというような，またお感じになった点がありましたらお伺

いしたいのですが。 

司会者 

 今の御質問は，深刻に争われているものもあれば，それほど大きく争いは

なくて，双方，耗弱で構わないと，５番の方のような事件も，ほかにもある

んですけれども，そういうもので，説明がむしろ多過ぎるとか，そういうふ

うに思われたようなことがなかったかどうかというようなことだったかと思

うんですけど，どなたか，いかがでしょうか。 

 あるいは，そういえばそれは必要だったと思うということでも全然構いま
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せんし，何かそういう事件担当された方で思われた方いらっしゃいますかね。 

２番 

 僕の場合，その事件はまさに心神耗弱か，喪失か，その一点が争われたん

ですね。弁護人のほうも，責任能力があったと検察側がちゃんと説明できて

いるかというところで弁護していたんですね。それ以外，弁護がなくて。な

ので，まさに後であそこもお医者さんに聞いておけばよかったと。かなりお

医者さんの説明長くて難しいこともあったんですけど，こんなことも言って

たっけとか，いろいろ出てきたんですけども，最後はこういうのも聞いてお

きたかったとか出てきたんで。 

 説明は十分でした。ただ，後から考えると，やはりこういうことも聞きた

かったなというのが出てきましたね。 

司会者 

 ありがとうございます。そうすると，後で，やっぱりここも確認しておき

たかった，もうちょっと質問の機会があったらよかった，そういう点がやっ

ぱり幾つかあったと，そういうことですかね。 

２番 

 そうですね。まさに二つに一つのものしかなかったので。心神喪失，心神

耗弱。お医者さんに聞きたいことというのがたくさん出てきましたね。 

司会者 

 ありがとうございました。 

 １番の方なんかも，特に病名や心神耗弱という，そういう主張のレベルで

は争いがなかった事件だったと思いますけれども，何か今の質問について思

われたことありますか。 

１番 

 説明が多過ぎたか，足りなかったかという部分で言えば，非常に適切であ

ったなと思いました。私，素人なんで，はっきり言って病気の種類もさほど
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知りません。ただ，たまたま心神耗弱，検察側も弁護側もそれは認めている

上で，先生のお話の中では，病気の状態が軽いものと重いもの，その中でも

当時の状態は高ぶったものだとか，そういった例まで，細かいところまで説

明していただいたんで，元々そこから犯罪に至る影響というのはどのくらい

あるんだろうかというところが，多分，ほかの裁判員の方も思っていたんで，

十分納得いけるような意見は聞けたのかなと思います。 

司会者 

 ありがとうございました。 

 ほかには，今の質問について，何かお話いただける方ありますかね。いか

がでしょうか。 

 あとお一方，そうですね，６番の方の事件も耗弱ということ自体は争いが

ないんだけれども，かなり詳しく，先ほどの説明だとお医者さんからあった

ということですけれども，何か今の質問については思われることありますか。 

６番 

 そこの争点にはなっていなかったので，多分それをお互いに全員で確認し

ましょうみたいな形での説明だったんですね。ただ，もう生まれたときから

というのもおかしいんですけども，小さいときからの，ずっとその歴史を追

ってのことを事細かに説明をしてくださったので，逆にいろいろなことが浮

かんでではないんですけども，質問が逆に出てきてしまって，結果そうなっ

てしまったみたいなところはありました。 

岡村弁護士 

 あと一点だけなんですけども，そういう精神障害なんかを判断する際，お

医者さんの御意見なんかお話もございましたが，こういうデータ的な，ある

いは統計学というような医学の専門知識の御説明というものが一つありまし

て，それとは別に実際の被告人がやったと，行ったとする行動という面から

見て合理的ですかとか，病気があったらこんなことしないよねとか，そうい
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ったお話をされたんではないかなというふうに思っているんですが，皆さん

の中で，行動といえば分かりやすいかとは思うんですが，医学的な専門知識

とか分類とか，そういった点で何か分かりにくい点があったかといえば，さ

っき分かりやすかったということなんでちょっと，もし今後の工夫とか，何

かあれば御意見をお伺いしたいと思います。お願いいたします。 

司会者 

 いかがでしょうか。今まで出ているところもあると思うんですが，医学的

なところで説明をたくさん聞いていただいたと思うので，何か最後に，もう

少しこういう工夫がと，今まで言っていただいたことに加えてあれば，さら

に教えていただきたいということだと思いますけど，いかがでしょうか。 

 その点はよろしいでしょうかね。ありがとうございます。 

 それでは医学的なこと，あるいは責任能力ということについてのお話は大

体以上で。多分ここで伺っていること自体も，きっと質問が専門的だったり

して，結構お答えいただくのが難しいとこもあったかなと思います。本当に

ありがとうございました。 

 先に進んで，皆さん大体５日ないし長い方で７日ぐらいでしたかね，審理

に参加していただいていると思いますけれども，その中での御経験，あるい

はその感想ということで伺えればと思います。 

 それで最初に，初日にどの方も検察官と弁護人が今回の事件，こういうこ

とが問題になっています，こういうことがテーマですというお話を聞いてい

ただいていると思います。あるいは，最終日にはまとめの意見ということで，

論告や弁論ということで聞いていただいたと思うんですけれども，何かそう

いうところで，内容でも結構ですし，プレゼンのやり方のようなことでも結

構ですけれども，こういうのはとても印象に残ったとか，あるいはこういう

ところをもうちょっと工夫してもらいたいとかいう当事者の活動のところで

何かお気づきのところがあれば，ぜひ御意見いただきたいと思うんですけど，
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いかがでしょうか。 

３番 

 私のやったときに最初にいただいた資料で，私もコンサルやっているもん

ですから，やはりそれもプレゼンだったんじゃないかなと思うんですけども，

私の場合には検察の勝ちという形でしたね。やはり論点がぼけた書類をなさ

っていて，ダラダラと書かれた書類の中で，この弁護士さんは何を言いたい

んだろうかというところがはっきりしないものを渡されていましたので，や

はり弁護士さんのほうも，やはりプレゼンするという気持ちで最初に渡す書

類を作っていただかないと，何を言いたいのかというのがはっきり。最初か

らもう心神耗弱で執行猶予付きということしか書いていなくて，どういう現

状でこうなったのかというような，いろいろなこちらに訴えかけるものが一

切なかったということがありました。それは判断材料には全然関係ないんで

すけども，やはりそういうものに完全に関わっていない人たちが見て，当日

来て，見せられて，そのまんま裁判の場に入っていくときに，こういうこと

なんだということが一目で分かるような書類を出していただいたほうが，今

後やられる方も分かりやすいと思うんですね。ですから，状況をダラダラ書

くんであれば，要点を簡潔に書いておいていただいたほうが，それから話を

聞いていって肉付けしていったほうが分かりやすいんじゃないかなと思うん

ですね。私がやったときには，検察側の方はカラーはそういうものを使って，

いろいろと視野に入ると言ったらおかしいんですけども，そういう形で争点

をはっきりさせていただいていたという感はあります。 

 あと，弁護士さんの最後のお話もちょっと論点がずれていて，最終まで心

神耗弱だ，耗弱だというそれだけしかなくて，何でそれを訴えているのかと

いうのが全然話されなかったということもありましたけども。やはり来るの

はただの素人の国民なんで，何とかそういう点は少しプレゼンの仕方を検討

していただければなというふうに思います。 
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司会者 

 ほかには，当事者の活動で何かお気づきのところとか。 

２番 

 僕も３番さんと同じような意見なんですけども，弁護人の方のプレゼンテ

ーションがあまりにも積極性がなくて，言っていることが責任能力があった

と証明できるのかということしか言っていなかったですね。さっきも言いま

したけども，自分の意見もちゃんと主張できないような弁護人だったので。

そのとき感じたことを言えば，国選弁護人なんだな，こんな弁護人に当たっ

たらおしまいだなと思ったのが正直な気持ちだったんですけども。それほど

僕の扱った裁判では弁護人の積極性というものが全く見られなかったので，

例え国選だろうが何だろうが，裁判の場に出てきた弁護人というのは，もう

ちょっと積極的な弁護というものをお願いしたいということです。 

司会者 

 今のお話だと，内容とか意気込みとかそういうこともあるし，それから検

察官は証明できているんだろうかという言い方も気になられたところがある

んでしょうか。 

２番 

 自分たちが調べたものというものが一切ないんですね。こちらに提出され

たもので。要は検察官はちゃんと出してきた証明が，それはちゃんとしてい

るんですか，責任能力あるんですかみたいなことしかないので，自分たちの

主張というものが全くなかった。もう腰かけでやっているんだな，この事件

はという印象しかなかったので，最初からもう，本当，弁護人の印象が悪か

ったですね。 

司会者 

 ほかの方で，何か当事者の活動のことで印象に残ったことがあるという方

いらっしゃいますかね。 
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７番 

 私が関わらせていただいた裁判では，検察の方も弁護の方も，多分それぞ

れの戦略がすごくよく分かって，聞いていて分かりやすかったですね。 

 それとはまた別なんですけど，耗弱は争わないということで始まっていて，

途中で被告の方が，あそこで言わされたとかっていう，ちょっと始まったん

ですね，証言を。で，私なんかは，全然触れていないことがそこで出てきた

ので，もうちょっとしっかり取り上げて何かやるのかなと思っていたんです

けど，割とそこは何もなかったように進んでいったので，若干違和感はあり

ました。それは弁護人のほうがそこを取り上げないもんなんだろうな，こう

いうのはというのを勝手に解釈はしたんですけど。ちょっと若干違和感あり

ましたですね。 

司会者 

 弁護人の話題が続いて恐縮ですけど，８番の方はあれですかね，弁護人の

方が責任能力を争われているのは，さっき，何で争っているのかなと思った

というようなことをちらっとおっしゃっていたと思いますけど，何か当事者

の活動でお気づきのとこありますか。 

８番 

 私も２番の方，３番の方と同じ意見です。出てきた書類一つでも，やはり

検察の方のは，まずもう５色ぐらいのカラーですし，紙がですね。もう図も

あり，表もあり。かたや弁護人の方はＡ４の白黒の横文字のワープロですね。

非常に見にくくて，読むの嫌になるようなワープロが６枚も７枚も出てきて，

検察の方はＡ３の紙１枚で表組みになっていて，もうそれだけで本当分かり

やすさというんですかね，これがもう全然違っていました。 

 本当に私も，弁護人の方，もっと頑張れと，ちょっと応援したくなりまし

たね。そのぐらい，実際ちょっとそういう事件がやりづらかった部分，結局

主張としては心神喪失ですとか心神耗弱と，もうそこしか，それを言うしか
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もう道がなかったのかというような，ちょっと弁護人の方も気の毒だったの

かなという気がするんですけども。出てくる資料は，でも一生懸命いろいろ

なやり方はあると思うんですけども，そこだけで比較しても，弁護人の出て

きた対応というのはちょっと，被告の方も気の毒だったのかなと，ちょっと

そういう，本当に２番の方，３番の方とその辺は同じです。 

司会者 

 ありがとうございました。 

 ほかには，当事者のところで何かこれは言っておきたいというのはないで

しょうか。よろしいですかね。 

 あと，裁判所の評議の中で，テーマとしては責任能力や精神障害がテーマ

になったことが多かったと思うんですけども，評議の中では，何か分かりや

すく整理して議論する上でお気づきの点，あるいはもう少しこういうところ

は考えてもらいたいというところは何かなかったでしょうか。いかがですか。 

２番 

 過去の例はという質問をされて，裁判官の方がそういうもの，過去の例み

たいなのを説明されるんですけど，過去の例とか判断ですね，この場合の。

結局そこに誘導はされていないんですけども流されてという部分がありまし

て，これでは一般人が入っている意味ないなと，あまり，これでは。一般人

の意見が反映されていない，僕はそう判断，見たので。裁判員裁判のこの制

度の意味というものがちょっと反映されていないのではないかという印象を

受けたんです。行くのはみんな素人なんで，法律に関して。みんなかどうか

分かりませんが，僕は素人だったので。要は法曹界以外の人たちからの意見

を聞きたいというのが趣旨だと思うので，そこで，そういう専門知識のない

人間がやはり過去の例にすがってしまう。そこを，どうしてもその流れにな

ってしまいがちになるのは分かるんですけれど，そこにもう一工夫を何か。

ちょっと僕が意見持っているわけではないんですけど，そこに。一工夫何か
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欲しいなと。 

司会者 

 ありがとうございました。差し支えなければ，今言っていただいているの

は，やっぱり責任能力の判断のあたり，法的なその判断のあたり，それとも

量刑とかそのあたりで。 

２番 

 量刑の部分が大きかったですね。 

３番 

 私の場合には，結構皆さん，裁判官の方々も量刑はこういうもんだという

お話はありましたけども，自由に討論させていただいて，やはり，内容は言

っちゃいけないんであれなんですけど，一番罪の重い実刑にするのかという

ところから一番軽いとこまでというので，それを全部自由に討論させていた

だいて，なおかつ少数意見も汲み上げていただいて，それで最後の結論を出

していただいたということで，非常にそういう点では担当された裁判官の方

には感謝していますけども，私どものときはそうでした。割と自由に討論さ

せていただいて。うまく調整してもらいましたので，皆さん納得した上で，

最終的には結論出せたというふうな形になっています。 

司会者 

 ４番の方は，評議の中ではどうですか。意見とかきちんと言えましたです

か。どうでしたでしょうか。 

４番 

 確かに，私の関係したこれでは，被告人も全部自分のやったことを認めて

いたし，弁護人が精神遅滞とか心神耗弱とかというふうなことを言っており

ましたが，被告人が法廷で述べていることは，結構理路整然としていて，ま

ともなことを言っとるわけですよね。幾らか，一般的に言ってとろいのかな

というふうな感覚は持ってはおったんですけれども，事の善悪，その他のこ
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とに関してはもう十分承知している。年齢的にも６９歳という年もとってお

って，それだけのことを言っているんで，完全責任能力あるよという判決に

なったんですけれども 

司会者 

 ありがとうございました。 

 そうしましたら，今日はマスコミの方からも何人か傍聴いただいているの

で，今までの議論の中であったことでも，また，それ以外のことでも構いま

せんけど，何か御質問していただければと思います。 

Ａ社甲記者 

 Ａ社の甲といいます。よろしくお願いします。 

 今，２番の方がおっしゃっていた話に関連してなんですけども，過去の例

に流されて市民の意見があまり反映されていないと感じたという意見，非常

に新鮮にお聞きしたんですけれど，少数意見が反映されなかったとか，過去

の例に流されてしまっていたというふうに感じられた方というのはほかにも

いらっしゃるんでしょうか。もしいらっしゃったら。お願いします。 

８番 

 結果についてはすごい満足しているんですね。そこに導くまでは，要は判

断基準が合理的というんですかね，前もって準備されているのかなと期待し

ていたんですね。そうしたら，何か画面に過去の放火事件だったんですけど，

その類似事件が過去５年，５年で，裁判員裁判が始まってから蓄積されたと

いうデータが出てきまして，それも年数があまり長くないですよね。短い期

間のデータなんで，やっぱり事例の数も少なくて，参考になるものがなかっ

たんですね，結局。じゃあ，これどうやって決めるのかなと。最後はあっけ

なく決まりましたと。こんなにあっけなく決まっていいのかなと。これ，悪

いことしちゃいけないんだなということが，全て私としては感想としてあり

ました。 
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６番 

 私たちのところも量刑の部分で量刑分布の図を見せられて，過去はこうで

すと言われたときに，やはり２番の方みたいに，であれば，今まで話し合っ

ていた意味ないかしらみたいになったんですけれども，裁判官の方が，これ

は本当に参考なんです。ただ，東京のここで受けたから，九州のここで受け

たからといったときに，全くその量刑が違うという判断をそこにいた人たち

だけで作ってしまって判断が違うというのは，その機会が公平ではないとい

う説明をきちんと説明してくださって，全員で，ああそうなんだと思って納

得して，これを見た意味も分かったし，それで私たちが考えるのねという形

でとても納得ができました。 

２番 

 過去の例を望んだというか，参加されて，裁判員の方が判断しかねて，そ

れを結果求めたんだと思うんです，僕の参加したもの。なので，それは裁判

員裁判に参加した方が意見を出したり，積極性がなく，自分の意見を出せず

にそこに行ってしまったということなので，裁判所のほうでそのほうに誘導

したとかそういうことではないので，ちょっとそこだけ，ちょっと注意点と

してお願いします。 

司会者 

 今のところ，どの事件でも裁判所としては刑というのはどういうふうに考

えていくものですという御説明をして，私の理解では，全ての事件でデータ

は見ていただくと思います。ただ，今，６番の方に言っていただいたとおり，

あくまで参考です。別に何か似たものが１件あるからこれで決まるとか，そ

ういうことじゃありませんということと，それから一方で，公平ということ

も刑を決める上では大事ですよという説明を差し上げていることが多いので

はないかと思います。ただ，当然刑を決める，その数字を具体的に言ってい

ただく，実刑か猶予かを決めるということに加わっていただく上では，２番
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の方に言っていただいたとおり，参加された方の感覚をきちんと反映させる

ということがとても大事だと思っています。それは，今後も課題だろうなと

いうふうに思っています。 

 最初の質問はそんなとこでよろしいですか。どうでしょうか。続けてでも，

ほかの社の方でも結構ですけど，いかがでしょうか。 

Ｂ社乙記者 

 Ｂ社の乙と申します。 

 先ほどもお答えいただいている部分もあるかと思うんですけれども，検察

側と弁護側の立証に関して，分かりやすいとか，もしくはこういうところは

分かりにくかったなというような点が，言い残した部分がある方いらっしゃ

ればお伺いしたいなと思っているんですけど，いかがでしょう。 

司会者 

 どうぞ。１番の方，お願いします。 

１番 

 先ほどの質問の中にも多分あったと思うんですけど，確か私も感じたのは，

検察側からのプレゼンの内容からしてすごく分かりやすくその犯罪について

説明がされていました。一方，お互いに検察側も弁護人側も心神耗弱という

のを認めた上での弁護人側のその主張というか，そういう説明のほうについ

ては，何かピントがずれた，経歴が云々，何かやたら長い文章でつづってい

るようで，素人にはちっとも分からない。ただ，その家族の人たちだけが分

かる内容を紹介しているだけになっていたのかなと。事件に対しての真相と

いうか，そういった本心をずらしているのかなという，それも策略なのかも

しれませんけど，ちょっとそういうのをすごく感じて，弁護側の方のそのプ

レゼンの方式，もうちょっと考えていただくといいのかなと思いました。 

司会者 

 ほかにはいかがでしょうか。今の質問について，さらにもう少しこういう
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ところ注文しておきたいということで結構ですけども。 

５番 

 感想になるんですけども，非常に割とはっきりしている裁判だったと思う

んですけれども，冒頭陳述とかはすごく分かりやすくて，逆に我を忘れて聞

き入るぐらいに何か夢中に聞き入っていたと思います。 

 先ほどの分かりにくい法律書的な表現というのは，それちょっと昼休みに

裁判官の方が席外したときにちょっと話したもんで，ちょっと裁判官の方は

御存じないんですけれども，文章になるとちょっと分かりにくいかなという

あれでした。そんな感じです。 

Ｃ社丙記者 

 Ｃ社の丙と申します。本日はありがとうございます。 

 ちょっとお尋ねをしたいことは，精神障害を抱えた方が被告人であるとい

うことで，量刑を決めるに当たっても，今後の生活，執行猶予となった後の

例えば保護観察であるとか，更生に向けてのいろいろな方法があるというこ

とについて，検察側とか弁護側とか，あるいは裁判所の裁判官の方々とかか

ら説明があったかという部分についてお尋ねをしたいんですけれども。御意

見のある方，お願いします。 

司会者 

 どうぞ，２番の方。 

２番 

 その点も争点になりました。被告人が懲役刑，刑務所の中で労働するとい

うことですよね。そういうことができるのかというところも争点になりまし

て，医療刑務所でしたっけ，そういうところの話もしまして。そういうこと

に関しては，十分にそのときの事件は話合いができたと思っています。 

 ただ，医療刑務所の実態に関しての説明がちょっと足りなかったですね。

ちょっとあやふやなところがあったです。ちょっと私たちにも分かりません
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という。そこら辺はちょっと，実際どうなのか分かりませんけども，そうい

う制度がある以上，裁判官の方に詳しく知っといていただきたいなと思いま

す。 

司会者 

 ほかにはいかがでしょうか。 

３番 

 完全に言うと，親が死んだかもしれないというような放火事件だったもの

ですから，最後，皆さん納得されたか分かんないですけど，私の場合には，

その親御さんがまた同居するということで犯罪は起こんないんだというよう

な結論が最後には出てきて，そういう形になってしまったので，実際一回や

った人というのが親とまた同居させていいものかというのは最後まで，自分

自身の中では今でも思っています。ですから，何かの形でそれを裁判後に確

認していけるようなことができれば，やはり。例えば，今回のあれでもとに

戻って，また同じことして，今度は死亡事件になってしまったら，自分で判

断して，出してそういう形にしたということには，今度はそれがまた逆に，

何年か後に同じ事件が起こった場合に，すごい自分の負担になってくるんじ

ゃないかなというふうには思うんですね。ですから，完全に精神的な病とい

うようなことだったんで，それが完全に治るとかいうことが。 

司会者 

 自宅に放火した人が自宅に戻るということで，とても心配されたというこ

とですよね。 

３番 

 それと，あと被告がブログをやっていまして，それがいっときとまってい

たんですけど，今ずっと動いているんですよ。やっぱり気になるんで見るん

ですけども，やはりその中で，今までの間で二回ぐらい，もう，また嫌にな

ったというような書き込みをしているんですよね。ですから，実際に事件を
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起こした前もそういうような書き込みの後にやっているんで，やはりどうし

ても気になるんで，たまにチェックはしちゃうんですけども。やはり，それ

が自分でちゃんとした形のものがつけてもらえればよかったんじゃないかな

と。 

 だからそういう制度的に，やっぱり保護観察の方々がやはり減っていると

いうこととか，そういうことがそういうものをつけられない原因であるなら

ば，その辺はもう少し国として検討していただきたいなというふうに。一か

月に一度でも保護観察をしに会いに行くというだけでも結構な，再発という

か，異変に気づく可能性もあるんじゃないのかなというふうに僕は今でも思

っています。 

司会者 

 ありがとうございました。 

 ほかの方で，判決後のことで何か印象に残っていることとか，説明をもう

少しこういうことあったらよかったとか，何かありますか。どうでしょうか。

よろしいですかね。 

 それでは大体残り１０分ぐらいになってきましたんで，最後のテーマです

けれども，今日，いかがでしょうか，大体御参加いただいたお気持ちお話い

ただけたでしょうかね。そういうことも含めまして，今後これから後に続い

てこういう事件担当される裁判員の方もいらっしゃると思いますので，何か

御自分の経験でこういうこと言っておきたいというのがあったらぜひ伺いた

いと思います。 

 これもどなたからでも結構なので，どうぞ。できれば，お一人ずつお願い

したいと思いますので。 

１番 

 もう個人的には，はっきり言って肩の荷がおりたということで，簡単に言

っちゃうんですけど，一般の人は誰でも参加できるこういう制度というのは
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今後も続けていいのかなとは思っているんですけど，本当の裁判，要はドラ

マじゃない，そういったことを人生経験として楽しんで，言い方は悪いです

けど，身をもって真剣に取り組んでいただければと思っています。 

 これ，個人的にたまたまなんですけど，私，会社の中で，今，自分の勤め

ているところに２８名勤務しているんですが，実は，私，去年のこの裁判が

終わったころ，１１月下旬に終わったんですけど，会社に戻ったら，後輩が，

実は，裁判所から封筒が届いたということで，見せていただいたら，やっぱ

り私が１年前に来たものと同じものが来たということで，どういうことやる

んですかと，やっぱり食い付いてくるわけですよね。そんなのもありました

けども，堂々と，選ばれたらやってきなさいということで伝えたんですけど。 

 たまたま会社内でも，私がどうも初めてだったのかどうかはちょっとよく

分からないんですけど，会社側は協力的なところがありまして，休暇制度だ

とかそういったところはみんなできているんですけど，実際にその書類の手

続だとか，どんな扱いをしていいの，本人はいつごろ帰ってくるのというの

が分からないもんですから，一度経験者が出たことで，どっちかというと，

会社にも貢献できたのかなと，こういう制度に対しての対応ということで，

非常にいい経験ができたなと思っています。 

司会者 

 ありがとうございました。 

２番 

 僕が思うのは，裁判員裁判に選ばれた人たちは覚悟して臨めよと言いたい

です。たまたま僕の関わったものがそうだったのかもしれませんけど，裁判

官の人に過去の例とかで，そっちの意見のほうに流されていってしまうと，

何か裁判員裁判の制度自体の意味がちょっと僕には見出せなくなってしまっ

て，皆さんが意見をちゃんと主張できるような，今でも十分誰でも意見が言

えるような雰囲気なんですけども，他人の意見ではなく，自分の意見がもう

- 42 - 



ちょっと裁判官の人たちが引き出せるようなことも必要ではないかなと思う

ので，そういうのも検討してください。お願いいたします。 

司会者 

 ありがとうございました。 

３番 

 事件の種類によって，やった後がよかったとかというのは，私の場合には

幸い殺人とかそういう事件じゃなかったので非常によかったという印象を持

っています。こういうことに参加することによって，やはり司法だとかそう

いうものが少しでも変わっていける可能性があるんだったらば有意義だと思

います。 

司会者 

 ありがとうございます。 

４番 

 私は今年７７歳になるんですけれども，７５歳まで会社で仕事をしており

ました。引退してからこの裁判員を経験したんですけれども，非常にいい経

験になったなと。最も人の生き死にに関係することでなかったもんで，今は

大変貴重な経験をしたなとは思っているんですけれども。私が考えるのに，

素人がこれに関係してくるんですから，素人の経験してきた，今まで経験し

てきた常識，それに当てはめて判断するのがこれからの裁判員，そうなる方

に提言したいと思っています。 

司会者 

 ありがとうございます。 

５番 

 結果からいくと，いい経験をしたと思います。今ここで幾つかの事件，そ

れぞれお聞きしているんですけれども，やっぱりその中でもいろいろこうい

うお医者さんのあれだったとか，弁護人のこういうあれだったとかいろいろ
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あるので，やっぱり控訴というのも出てくる場合もあるんだと思いますし，

やっぱり自分でこれから先，何か犯罪を犯すとは思わないんですけれども，

逆に何か不利な立場に立たされちゃう場合ということは全然なくはないんで

すね。自分が実際に，大したあれではなくても，被害者になるとか，あるい

は何か不利な立場になったときに，やっぱり今皆さんの状況をお聞きしてい

ると，何か闘っていくのも難しいというか，感じられるし，やっぱりいろん

な状況があるとは思うんですけれども，そういう意味で，いろいろ一般のい

ろんな意見を入れて，裁判していくというこの制度もやっぱりいいと思うし，

大変だとは思いますけれども，お仕事があっての方はもっと大変だと思うん

ですけども，やっぱりこういうのが来た場合にはなるべく参加して，それで

意見を出して協力していくのが，もしかしたら自分にも有利になるかもしれ

ないし，国のためというか，社会のためだとは思いますけど。以上です。 

司会者 

 ありがとうございます。 

６番 

 個人的にはとても貴重な体験ができてよかったと思っています。いろいろ

な気づきもありましたし，裁判についても今まできちんと考えたこととかも

なかったので，そういうことを考える時間も持てましたし，量刑の理由一つ

とっても，とても考えられているんだなということも理解できましたし，そ

れを私たちのやったときの，本当に小さなことまでくみ取ってくれてその文

章ができたのを見て，全てその小さなことまでくみ取っていただけて，とて

も裁判官の方にいい形で終えられて，感謝する形で終えられたと思います。 

 裁判員制度については，もうその裁判官の方のリップサービスもあったの

かもしれないんですけれども，こういう考え方をしたことはありませんです

とか，そんなことは思ったことはないですねみたいなのも言ってくださった

意見とかもいろいろ出てたりしたので，価値はあるんではないかなと思って

- 44 - 



います。 

 それと，私の場合は人が亡くなってはいない事件だったので，だからこそ，

私は人に言えると思っていろんな方に裁判員制度については機会があるとア

ピールするようにしているんですけれども，ただ，もうどちらかというと，

世間一般的にやったということ自体が変わっているという感覚を持たれてい

る方がほとんどなので，やってねとは言いませんけれども，もう最初から駄

目ではなくて，やろうかやるまいかを考える，まずそこの検討段階ぐらいは

持ってねみたいなことは伝えたいなと思います。 

 それと，自分の息子がたまたま先月模擬裁判でこちらに来て，させていた

だいたんですが，そういう形で多分今学校のほうでもいろいろ指導要領に中

学，高校，入ったかと思うんですけれども，そういった形で教育のほうから

底上げではないけれども，していくと，裁判員制度自体の理解は深まるのか

なと思いました。 

司会者 

 ありがとうございます。 

７番 

 判決自体にはすごく満足をしているんですけど，その途中の自分の考えた

プロセスとか，出したジャッジとかというのはいまだにやっぱりモヤモヤし

ていて，こんだけ１年半ぐらいたっても残っている。個人的にはお勧めしま

せんよという感じなんです。とは言いながら，やっぱりこの裁くってどんだ

け難しいんだというのは，これは身をもって体験したほうがいいことですし，

あと思ったのが，犯罪とか判決というのを結果として見ているだけだと，そ

の背景，社会だったり，構造だったり，ルールだったりというのをあまり考

えないんだと思うんですよね。そんなこともひっくるめて考えられるすごく

よい機会だというふうに思うので，選ばれた方はそういう意義とかを感じな

がらやっていただけたらいいかなというふうに思います。 
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司会者 

 ありがとうございます。 

８番 

 私の場合も，本当，参加してよかったなという印象です。やっぱり人が死

ななかった事件であったという前提がそうさせているんだと思います。 

 あと，参加してみて非常に勉強になったといいますか，非常に検察の方は

すごい，日本の検察はすごいなと思いました。犯罪を立証するために，私の

場合は放火事件だったんですけど，放火の燃焼実験をしたり，足取りをずっ

と歩いていったり，ここまでやっているんだなというのが非常に感心したと

いうか，驚きました。 

 あともう一つは，裁判官の方が，私，テレビの印象ですと非常に冷静沈着

といいますか，そういうイメージだったんですけど，私の担当された裁判官

の方は非常に人間味のある方で，その事件に対して被告人がふざけたことを

言うと，怒りをあらわにして発言をしたりしていまして，そういった意味で

も，裁判官の方も人間なんだなということが理解できましたし，そういった

意味で，非常に参加できてよかったなというふうに感じております。 

 あと，残念ながら弁護人の方，今日，いっぱいいらっしゃいますけど，た

またまちょっと事件の性質上，出番がなかったんじゃないかと思っておりま

すが，もしまたこういう機会がありましたら，ぜひとも弁護人の皆様には感

心させていただくような弁護をしていただけるときに呼んでいただければと

思っております。以上です。 

司会者 

 たまたま抽せんの結果，そういう事件ばかりになってしまったんだと思い

ますけども，本当に今日は真剣に向き合って事件に取り組んでいただいた方

ならではの御意見をたくさん伺えて，私ども，本当に参考になりました。今

後にぜひ活かしていきたいと思います。 

- 46 - 



- 47 - 

 それでは時間がまいりましたので，これで終わらせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

                                 以 上  


